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基
本
目
標
別
の
進
捗 

評
価 

４ 

別
冊
計
画 

さいたま市地球温暖化対策実行計画 

（区域施策編・事務事業編）について 

「さいたま市地球温暖化対策実行計画（区域施策編・事務事業編）」は、地球温暖化対策の推進

に関する法律の第21条第３項に基づく計画であり、温室効果ガスの排出の抑制等を総合的かつ計画

的に進めるための施策を定めるものです。令和3年の計画改定にあたり、「さいたま市気候変動適

応計画」を内包するとともに、市役所が行う事務及び事業に関する温室効果ガス排出量の削減のた

めの措置等の方向性についても示す「さいたま市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」を内包

しています。また、第２次計画に掲げる5つの基本目標のひとつ「地球温暖化の問題に地域から行

動し、脱炭素社会を実現する」の実現に向けた施策の部門別計画に該当しています。そのため、さ

いたま市地球温暖化対策実行計画（区域施策編・事務事業編）における施策や指標は、第２次計画

と共有し、一体的に推進しています。 

［計画の位置づけ］ 

［計画の将来像と施策の柱］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

さいたま市総合振興計画 

さいたま市環境基本計画 

 

さいたま市環境基本条例 

平成 13 年５月 

▲根拠条文第 9 条 

環境分野の保全及び創造に向けた個別計画 

さいたま市一般廃棄物処理基本計画 等 

関連するその他の主な計画 

・さいたま市都市計画マスタープラン 

・さいたま市緑の基本計画 

・さいたま市見沼田圃基本計画 

・さいたま市都市景観形成基本計画 

・さいたま市農業振興ビジョン 

・さいたま市産業振興ビジョン 等 

施策の方向性 

連携 

【別冊 2】 
さいたま水と 
生きものプラ
ン 

貢献 
貢献 

【別冊 1】 
さいたま市地球温暖化 
対策実行計画 
（区域施策編・事務事業編） 

 

 
さいたま市気候変動適応計画 
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［施策体系と環境基本計画との対応］ 

さいたま市地球温暖化対策実行計画（区域施策編・事務事業編）における施策は、以下のとおり

第２次計画と対応しており、環境白書においては関連する施策の方向に  マークを付けています。 

 

 

 

 

 

 

  

 

1 
省エネルギー
化の推進 

 
1-1 

エネルギー
行動の促
進 

 

【重点施策３】 

  

   

 

1-2 

家庭や事
業所の省エ
ネルギー化
の促進 

 

 

 
  

 
 

 

1-3 

市役所にお
ける省エネ
ルギー化の
推進 

  
  

 

2 
持続可能な
エネルギー政
策の推進 

 

2-1 

再生可能
エネルギー
等の利用
拡大 

 【重点施策１】
【重点施策１】

【重点施策１】

 
   
   
   
 

2-2 

自立・分散
型エネルギ
ーシステム
の構築 

 
【重点施策１】 【重点施策３】

【重点施策１】

 
  

 

3 
環境未来都
市の実現 

 

3-1 

エネルギー
効率の良い
まちづくりの
推進 

 
【重点施策２】

【重点施策２】

 
  

 

 

3-2 

環境負荷
の少ない交
通体系の
構築と利用
の促進 

 
【重点施策２】

【重点施策２】

 
   
   
   
 

3-3 
先進的な
技術・サー
ビスの推進 

 
【重点施策２】

【重点施策２】

 
   

4 
循環型社会
の形成  

 

4-1 
 

３R の推
進による廃
棄物の減
量 

 

【重点施策３】

 
   
   
   
 

4-2 

廃棄物の
循環利用と
適正処理
の推進 

 
【重点施策１】

 
  

 

5 
環境教育・環
境学習の推
進 

 

5-1 

環境教育・
環境保全
活動等の
推進 

 

【重点施策３】
【重点施策１】 【重点施策３】
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基
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捗 

評
価 

４ 

別
冊
計
画 

さいたま水と生きものプランについて 

 

さいたま水と生きものプランは、国が令和 2 年 6 月に策定した「水循環基本計画」に基づく「流

域水循環計画」の１つに該当する「さいたま市水環境プラン」を継承するとともに、生物多様性基

本法第 13 条に規定する「生物多様性地域戦略」に相当するものです。 

また、第２次計画に記載された内容のうち、水環境及び生物多様性に係る施策を再編し、生物多

様性の保全と健全な水循環の確保及び良好な水環境の保全に係る取組を一体的に推進するもので

す。そのため、さいたま水と生きものプランにおける施策や指標は、第２次計画と共有し、一体的

に推進しています。 

 

［計画の位置づけ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［計画の将来像と施策の柱］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

さいたま市環境基本計画 関連するその他の主な計画 

・さいたま市都市計画マスタープラン 

・さいたま市緑の基本計画 

・さいたま市見沼田圃基本計画 

・さいたま市農業振興ビジョン 

・さいたま市産業振興ビジョン   等 

【別冊】 

さいたま市地球温暖化対

策実行計画 

（区域施策編・事務事業編） 

連携 

【別冊】 
さいたま水と生きものプラン 

貢献 

貢献 

流域水循環計画 

生物多様性地域戦略 さいたま市気候変動適応

計画 

さいたま市環境基本条例 

平成 13 年５月 

▲根拠条文第 9 条 

さいたま市総合振興計画 
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［施策体系と環境基本計画との対応］ 

さいたま水と生きものプランにおける施策は、以下のとおり第２次計画と対応しており、環境白

書においては関連する施策の方向に  マークを付けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 


